
平成19年 №22 

国立大学法人東京学芸大学事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

改正理由 

  平成19年４月１日からの事務組織の一部変更及び特別専攻科の名称変更に伴い，

所要の改正を行うものである。 

 

承認経過（改正後第10条，第13条，第55条及び第76条並びに改正前第29条及び第56

条の削除関係） 

  平成19年３月20日 事務協議会 審議承認 

 

 第63条及び第76条の改正については，本学特別専攻科の名称変更に伴う形式的な

改正であるため，関係審議機関には諮らず，決裁により処理する。



 国立大学法人東京学芸大学事務分掌規則の一部を改正する規則を次のように制定

する。 

 

  平成19年３月22日 

                  東京学芸大学長 

                    鷲 山 恭 彦 

 

 

平成19年規則第４号 

   国立大学法人東京学芸大学事務分掌規則の一部を改正する規則 

 

 国立大学法人東京学芸大学事務分掌規則（平成16年規則第４号）の一部について，

別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 



国立大学法人東京学芸大学事務分掌規則の一部改正について 

 

改正理由：平成19年４月１日からの事務組織の一部変更及び特別専攻科の名称変更に伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

   〔省略〕 

 

 （学務課（大学院室）） 

第１０条 学務課に，次の各号に定める係を置く。 

 (1)～(8) 〔省略〕 

２ 大学院室に，専門職員及び次の各号に定める係を置く。 

 (1) 修士課程係 

 (2) 博士課程係 

 

   〔省略〕 

 

 （国際課） 

第１３条 国際課に，専門職員及び次の各号に定める係を置く。 

 (1) 国際企画係 

 (2) 国際教育事業係 

 (3) 留学生係 

 (4) 短期留学係 

 

   〔省略〕 

 

 

 

   〔削除〕 

 

 

第２９条～第５４条 

 

     第１款 学務課 

  

   〔削除〕 

 

 （専門職員（大学院担当）） 

 

   〔省略〕 

 

 （学務課） 

第１０条 学務課に，専門職員及び次の各号に定める係を置く。 

 (1)～(8) 〔省略〕 

 

 (9) 修士課程係 

 (10)博士課程係 

 

   〔省略〕 

 

 （国際課） 

第１３条 国際課に，次の各号に定める係を置く。 

 (1) 国際企画係 

 (2) 国際教育事業係 

 (3) 留学生係 

 (4) 短期留学係 

 

   〔省略〕 

 

     第３款 人事課 

 （専門職員（職員採用試験担当）） 

第２９条 専門職員（職員採用試験担当）は，国立大学法人等職員採用試験に関す

る事務を分掌する。 

 

第３０条～第５５条 

 

     第１款 学務課 

 （専門職員（教務担当）） 

第５６条 専門職員（教務担当）は，教育課程及び教育支援に関する専門的事項を

つかさどる。 

 



第５５条 専門職員（大学院担当）は，大学院における教育課程及び教育支援に関

する専門的事項をつかさどる。 

 

第５６条～第６１条 

 

 （教育実習係）  

第６２条 教育実習係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 教育実習に関すること。 

(2) 教育実習の事前・事後の指導に関すること。 

(3) 特別支援教育特別専攻科に関すること。 

 

第６３条～第７４条 

 

 （連合大学院入試係） 

第７５条 連合大学院入試係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 大学院（博士課程）及び特別支援教育特別専攻科の入学者選抜に関し，総括

し，及び連絡調整すること。 

(2) 大学院（博士課程）及び特別支援教育特別専攻科の学生募集要項に関するこ

と。 

(3) 大学院（博士課程）及び特別支援教育特別専攻科の個別学力検査の実施に関

すること。 

(4) 入学者選抜に関する広報の企画立案及び取りまとめに関すること。 

(5) 入学者選抜に係る調査統計及び諸報告に関すること。 

     第４款 国際課 

 （専門職員（留学生生活支援担当）） 

第７６条 専門職員（留学生生活支援担当）は，外国人留学生の生活支援及び地域

交流に関する専門的事項をつかさどる。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

 この規則は，平成19年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

第５７条～第６２条 

 

 （教育実習係） 

第６３条 教育実習係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 教育実習に関すること。 

(2) 教育実習の事前・事後の指導に関すること。 

(3) 特殊教育特別専攻科に関すること。 

 

第６４条～第７５条 

 

 （連合大学院入試係） 

第７６条 連合大学院入試係は，次の各号に定める事務を分掌する。 

(1) 大学院（博士課程）及び特殊教育特別専攻科の入学者選抜に関し，総括

し，及び連絡調整すること。 

(2) 大学院（博士課程）及び特殊教育特別専攻科の学生募集要項に関するこ

と。 

(3) 大学院（博士課程）及び特殊教育特別専攻科の個別学力検査の実施に関す

ること。 

(4) 入学者選抜に関する広報の企画立案及び取りまとめに関すること。 

(5) 入学者選抜に係る調査統計及び諸報告に関すること。 

 

 

 

 

 

   〔省略〕 

 


